
香芝市耐震シェルター設置工事補助事業の対象要件 

 

補助対象住宅 次のいずれにも該当する市内の住宅 

① 昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅であること 

② 木造住宅（一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅（店舗等の用途を兼ねる場合に

あっては、当該用途に供する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満である

ものに限る））であること 

③ 耐震診断による構造評点が１．０未満であって、補助金の申請時点においても

同様であると認められるもの 

④ 現に居住し、又は居住しようとするものであること 

 

補助対象者 補助対象住宅の所有者（共有の場合は共有者全員により合意された代表

者）ただし、次に掲げる者は除く 

・香芝市に納税義務の生じた市税を滞納している者 

・香芝市に納付義務の生じた国民健康保険料を滞納している者 

 

工事期間 補助金の交付決定日以降に工事契約、着工し、原則として翌年１２月末日ま

でに完了すること 

 

補助対象耐震シェルター 市ホームページにて掲載している耐震シェルター一覧表に

記載されている耐震シェルターのいずれか 

 

補助金の額 耐震シェルターの本体及びその設置に要する経費（消費税及び地方消費税

を除く。）に２分の１を乗じて得た額とし、下記の区分に応じて限度額を

定める。 

香芝市が作成する避難行動要支援者名

簿に登録された者が居住する住宅の所

有者 

５０万円を限度とする 

上記以外の者 

 

２５万円を限度とする 

 

 

お問い合わせ先 都市計画課   

TEL：０７４５－４４－３３１５ 


